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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が 

公布され、雇用保険制度が変わります 

 

こども未来戦略（令和５年 12月 22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛

り込まれた施策を着実に実行し、「共働き・共育て」及び育児期を通じた柔軟

な働き方の推進のため、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の創設等

の措置を講ずることを内容とした子ども・子育て支援法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第 47 号）が令和６年６月 12 日に公布されましたので、

お知らせします。 

  

雇用保険制度に関する改正の概要は以下のとおりです。 

 

１．出生後休業支援給付の創設【令和７年４月１日施行】 

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、以下の要件①・②を

満たす場合に、最大 28 日間、休業開始前賃金の 13％相当額を出生後休業

支援給付として給付し、育児休業給付とあわせて給付率を 80％（手取り

で 10割相当）とします。 

①  子の出生直後の一定期間以内（男性は子の出生後８週間以内、女性

は産後休業後８週間以内）に育児休業を取得すること 

② 被保険者とその配偶者の両方が 14日以上の育児休業を取得すること 

（注）令和７年４月１日以降に上記要件を満たした方が支給対象となり

ます。 
※ 財源は、子ども・子育て支援納付金。 

※ 配偶者が専業主婦（夫）の場合やひとり親家庭の場合などには、①の要件のうち配偶

者の育児休業の取得は求めない。 

※ 給付は非課税であり、かつ、育児休業中は社会保険料が免除（一定の要件あり）され

るため、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には 10割相当の給付となる。 
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２．育児時短就業給付の創設【令和７年４月１日施行】 

育児期を通じた柔軟な働き方を推進するため、被保険者が、２歳未満の

子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われ

た賃金額の 10％を支給する。 

（注）令和７年４月１日以降に上記の時短勤務を開始する方が支給対象

となります。 
※ 財源は、子ども・子育て支援納付金。 

 
 

 

（参考） 

なお、上記の他、令和７年４月１日にこども・子育て政策の全体像と費

用負担の見える化を進めるため、労働保険特別会計雇用勘定（育児休業給

付）を含めた既存の特別会計事業を統合し、「子ども・子育て支援勘定」

と「育児休業等給付勘定」の２つから成る子ども・子育て支援特別会計（い

わゆる「こども金庫」）が創設されます。 

子ども・子育て支援納付金を財源とする出生後休業支援給付と育児時

短就業給付に加え、雇用保険料を財源とする育児休業給付は、「育児休業

等給付勘定」から支出されることになります。 

 

以上 



2025年４月から
保育所等に入れなかったことを理由とする

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

・都道府県労働局・ハローワーク LL060701保01

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、１歳６か月に達する日前まで

（再延長で２歳に達する日前まで）支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的とし

て、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行

為です。制度を適切に運用するため、2025年４月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等

の利用申し込みをしていることをハローワークで確認させていただきますので、必ず以下の書類を提出して

いただきますようお願いします。

育児休業を取得中（取得予定）の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ

（裏面へ）

●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

子が１歳に達する日（＊）または１歳６か月に達する日が2025年４月１日以後となる方が、育児休業給
付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添
付してください。

必要な書類

●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知（入所保留通知書、
入所不承諾通知書など）

✓ 申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込み
の内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。

✓ 申込書の写しは全てのページを提出してください。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留
となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出してください。

✓ 申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合があります。

✓ 提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不
正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。

改正のポイント

詳 し い 要 件 は 裏 面 を ご 覧 く だ さ い

これまで

2 0 2 5年
４月から

保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町
村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。

これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のため
に行われたものであると認められることが必要になります。

！

2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用

申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際

は、必ず申込書の写し（電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷

したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの）をとって保管して

おいてください。

＊ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が１歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か月に達する日である場合は、１歳２か月に達する日

（注）「子が１歳に達する日」とは「子の１歳の誕生日の前日」のことです。

申告書の様式はこちら



※１～３すべてを満たす必要があります育児休業給付金の支給対象期間延長要件

1. あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

3. 子が１歳に達する日（＊）の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがない
こと

a．申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合（本人または配偶者の勤務先から
の片道の通所時間が30分未満の場合を含みます。）

② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由※なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっ
ていないこと

③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を
していないこと

✓ やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。「やむを得ない理
由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、
内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわら
ず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合
は、要件を満たしません。

① 原則として子が１歳に達する日（＊）の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしてい
ること。

✓ 入所申込年月日が子が１歳に達する日（＊）までの日付となっていることが必要です。

✓ 子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入
所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な
書類※を添付してください。

2. 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているもので

あると公共職業安定所長が認めること

※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa～eのいずれかに該当する場合です。

c．自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日（曜日）で
は職場復帰後の勤務時間または勤務日（曜日）に対応できない場合

b. 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合

d．子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっ
ている場合（医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です）

※①～③すべてを満たす必要があります

✓ 子が１歳に達する日（＊）の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が
子が１歳に達する日（＊）の翌日の２か月前（４月入所申し込みの場合は３か月前）の日以後の
日付となっている市区町村の通知書※を添付してください。※入所保留通知書や入所不承諾通知書など市区町村

によって名称が異なります。

※障害者手帳（写し）、特別児童扶養手当証書（写し）、医師の診断書等のいずれか

✓ 単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、
「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。

＊ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が１歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が１歳２か月に達する日である場合は、１歳２か月に達する日

e．その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、３０分未満で通え
る保育所等がいずれも過去３年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を
受けていた場合も「合理的な理由」として認められます。

（注２）１歳６か月に達する日後の延長の場合は、「子が１歳に達する日（＊）」を「子が１歳６か月
に達する日」と読み替えてください。

（注１）「子が１歳に達する日」とは「子の１歳の誕生日の前日」のことです。



「離職票」※とは

離職者が雇用保険の求職者給付（基本手当等）を受給するために必要となる書類です。

現在は事業所から離職者にお送りいただいていますが、2025年１月20日から、希望

する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送りするサービスを開始します。

離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナ

ポータルを通じてお送りします。

「離職票」等が送付されるまでの流れ

雇用保険の離職手続きを電子申請で提出いただいた後、ハローワークによる審査

が終了したら自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。

• 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること

• 離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を

行っていただくこと

• 事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと

※正式名称は「雇用保険被保険者離職票」

このサービスの対象となる条件

事業所から離職者に郵送等を行う事務がなくなります！

事業主の皆さまへ

２０２５年1月から、希望する離職者のマイナポータルに
「離職票」を直接送付するサービスを開始します！

現在

①届出（窓口申請または電子申請）
・資格喪失届
・離職証明書

離職された方

離職証明書
(事業主控)

離職票等

ハローワーク

②送付（郵送または電子送付）

④ハローワークで雇用保険の受給手続きへ

離職票等

③送付

①届出（電子申請）
・資格喪失届
・離職証明書

事業所

離職された方

ハローワーク

②送付（電子送付）

④ハローワークで雇用保険の受給手続きへ

離職票等

離職証明書
(事業主控)

③マイナポータルに直接送付

※一定の条件（次頁以降参照）を満たした場合のみ対象となります。
条件を満たさない場合は、従来どおり事業所から送付ください。

2025年 1月20日～

事業所

LL061203保01
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事業所の皆さまへのお願い
• 被保険者向けリーフレットを被保険者の方に周知いただき、被保険者からご希望があ

れば、以下のSTEP1、STEP2を行っていただくようお願いします。

• マイナンバー登録には時間がかかる場合がありますので、資格喪失届提出の２週間程

度前までに行ってください。

• 被保険者が希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来どおり事業所へ離職票

等の書類をお送りしますので、離職者に送付ください。

【被保険者向けリーフレット】
「希望する離職者の方に「離職票」等をマイナポータルに直接送付するサービスを開始します！」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344541.pdf

①マイナンバーが登録されていない場合

「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録してください。

様式は都道府県労働局ホームページからダウンロードできるほか、電子申請することも

できます。

②マイナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままになっている場合

「雇用保険被保険者資格（取得・喪失）届等（訂正・取消）願」をハローワークに提出し、前

職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一する手続きを行ってください。

様式は都道府県労働局ホームページからダウンロードしてください。本様式は電子申請

には対応しておりません。

• マイナンバーの登録有無は、被保険者ご本人がマイナポータルの「わたしの情報」機能

で確認することができます。操作方法は、被保険者向けリーフレットSTEP１をご参照

ください。
（事業主からハローワークに「雇用保険適用事業所情報請求書」を提出いただくことで被保険者のマイナンバー登録有無を確認することもできます。ただしその

場合には以下※１と※２の区別はできません。）

• マイナンバーが正常に登録されている場合はSTEP２に進んでください。

• 以下の①、②の場合は、必要な手続きを行いマイナンバーの登録を完了してください。

※1 これまで資格取得届等の際にマイナンバーを登録する機会がなかった被保険者はマイナンバーが登録されていません。
上記被保険者向けリーフレットのSTEP１で、被保険者ご本人のマイナポータル上、雇用保険に関する情報が表示されな

かった方が該当します。
※2 資格取得届にマイナンバーを記載いただいた場合でも前職の被保険者番号が未届となっていたようなケースでは、マイ

ナンバーが前職の被保険者番号に登録されたままになっています。被保険者向けリーフレットのSTEP１で、被保険
者ご本人のマイナポータルで取得した雇用保険情報に前職の事業所名が表示されている方はこれに該当します。

雇用保険におけるマイナンバー登録についてのお願い

資格取得届にマイナンバーを記載いただいた場合であっても、既に付与された被保険者番号を記載

いただかなかった場合は、新しい被保険者番号を振り出して資格取得します。この場合、新しい被保

険者番号にはマイナンバーの登録を行っておりません。

※資格取得確認通知書等に「個人番号登録あり」と表記されている場合も同様です。

これは、マイナンバーの誤登録による情報漏えいを防止するために、同一のマイナンバーを複数の

被保険者番号に同時に登録しないこととしているためです。

つきましては、既に付与されている被保険者番号がある場合は必ず資格取得届に記載いただくよう

お願いします。

マイナンバーを被保険者番号に登録するSTEP1

2



①e-Gov電子申請トップページの【手続検索】から
「雇用保険 資格喪失」で検索

②離職予定者ご本人が離職票の交付を希望する場合は
「雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）」を、
離職票の交付を希望しない場合は
「雇用保険被保険資格喪失届（離職票交付なし）」を選択し、
お手続きください。
※複数人を一括して届ける場合は
 「雇用保険被保険者資格喪失届（連記式）」を選択ください。

「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております」

のメッセージが返信されたら完了です。

※離職票が離職者本人に直接送付された場合には、事業所へは離職証明書（事業主控え）
 のみお送りし、離職票は送付しません。
※離職者本人のマイナポータルに離職票が送付されている場合には、離職票に記載されて

 いる離職区分コードは個人情報に該当するため、事業所にお伝えすることができません。 
 ご了承ください。

被保険者のマイナンバーの登録が完了した後に、被保険者ご本人がマイナポータル上で

「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行います。

※1 設定方法は被保険者向けリーフレットのSTEP３のとおりです。

※2 被保険者が「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませているかどうかはハローワークではお答えできませんの

で、ご本人に確認ください。一度「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませれば、ご本人が解除しない限り離職・

再就職後も有効です。

• 雇用保険の離職手続きを電子申請で行ってください。電子申請についてご不明な点

は都道府県労働局電子申請事務センターまでお問い合わせください。

• 離職手続きに際しては、離職される被保険者に「離職票」の交付が必要かどうかを必

ずご確認ください。「離職票」が必要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届（離職票

交付あり）」、不要であれば「雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付なし）」の手続

きをお願いします。

• 離職手続きの提出期限は、離職日の翌々日から10日以内となっています。必ず期限

内に手続きを行ってください。

電子申請で雇用保険の離職手続きを行うSTEP2

雇用保険WEBサービスとの連携設定を行う
（こちらは被保険者ご本人が行う手続きです）

審査が終了しました。離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。

※本画面はe-Gov電子申請でのメッセージ例です。
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